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胃がん検診を受けましょう 被災者生活再建支援金の
申請期限が延長になりました
　被害の程度に応じて支給する被災者生活再建支援金

（基礎支援金）は、県内の解体作業などの集中により、

期限内の解体が難しい世帯があることから、次のとおり

申請期限が１年間延長になりました。

　市では、市民一人一人の健康な生活を願い、より多く

の皆さんに、検診を受けてもらうよう事業を推進してい

ます。平成 24年度に胃がん検診を受けていない人を対

象に、検診の機会を設けました。ぜひ、この機会に受診

されますようお知らせします。

2月 24日（日）

午前 7時 30分～ 9時 30分

迫保健センター

35～ 39歳まで 1,000 円、40歳以上は無料

※検診の際には、受診票が必要になりますので、お住ま

　いの総合支所市民課健康づくり係または下記にお申し

　出ください。

市民生活部健康推進課（健康推進係）

☎ 0220（58）2116
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（変更前）　　　　　　　　　 
平成 25年４月 10日まで    

（変更後）　

　なお加算支援金は、平成 30 年４月 10 日までで変更

はありません。

　忘れずに申請していただきますようお願いします。

　詳細については下記にお問い合わせください。

市民生活部市民生活課（市民総務係）

☎ 0220（58）2118
または各総合支所市民課

仙台・宮城デスティネーションキャンペーンへ向け

❶観光地などで無料お茶サービスや道案内、清掃活
動などを行う❷列車観光バスへの手振り運動（地域住民、児
童・生徒・学生など）を行う❸プロスポーツ公式戦でのボラ
ンティア活動を行う❹観光ボランティアガイド❺その他、自
発的なおもてなし活動やサービス活動を実践しているチーム
で適当と認められるもの※直接的な営利目的の活動（料金に
含まれるサービスなど）は対象外とする。

おおむね５人以上で構成すること。
主な活動内容・チーム名・代表者名を用紙（任

意で構いません）に記入し、チームの写真を持参の上、産業
経済部商工観光課（市役所中田庁舎２階）にお申し込みくだ
さい。その後、県キャンペーン協議会に認定されると県ホー
ムページの掲載や「おもてなし缶バッジ」が配布されます。

３月６日（水）

３月 31 日（日）午前 10 時～午後２時
教育資料館（旧登米高等尋常小学校前庭）
❶おにぎり屋台村　❷伊達な鍋まつり

１区画（2.7 ｍ× 1.8 ｍ予定）１日 2,000 円
▶１日のみ複数部門に出店する場合は部門ごとに出店料が発
生します。

出店は次の条件に適合し、地域に伝わるまたは
オリジナル商品であること。
▶販売商品は、原則として市内産の主原材料を使用して製造
されたものまたは製造もしくは加工の最終工程が市内で行わ
れたものとする。▶地域性のある内容・ネーミングであるこ
と▶市外の出店者については、予約販売できる体制であるこ
と▶４月１日（月）～６月 30 日（日）まで店舗内で販売可
能なこととする。（予約注文でも構いません）

出店者におまかせします。
※その他、詳細については㈳登米市観光物産協会にお問い合
わせください。

４月 27 日（土）～ 29 日（祝）午前 10 時～午後２時
長沼フートピア公園

❶Ｒ i ｃ e １グランプリ ❷登米サンドグランプリ 
❸登米スイーツパラダイス ❹伊達なお土産コンテスト

１区画（2.7 ｍ× 1.8 ｍ予定）１日 2,000 円
▶１日のみ複数部門に出店する場合は部門ごとに出店料が発生
します。▶３日間継続出店・複数部門出店する場合は一律 3,000
円になります。

出店は次の条件に適合し、地域に伝わるまたはオ
リジナル商品であること。▶販売商品は、原則として市内産の
主原材料を使用して製造されたものまたは製造もしくは加工の
最終工程が市内で行われたものとする。▶地域性のある内容・
ネーミングであること▶市外の出店者については、予約販売で
きる体制であること。▶４月 27 日（土）～６月 30 日（日）ま
で店舗内で販売可能なこととする。（予約注文でも構いません）

Rice1 ＝ 500 円以内、サンド＝ 500 円以内、スイー
ツ＝ 300 円以内（既存の商品で上記以外の価格で販売する場合
はハーフサイズなどで販売し対応してください。）

出店に必要な許認可など（仮設営業
許可、検便など）については、出店者の責任で事前に取得して
ください。

出店品の品質や安全性に対する消費
者の関心が高くなっています。「登米の食材」のアピールの一
環として食品衛生法・ＪＡＳ法などに基づく表示や販売を厳守
してください。

▶出店者が各自で準備＝電源、ガス設備、
その他、出店者が必要な機材は出店者責任管理のもと準備して
ください。▶協会で準備＝テーブル１台、パイプ椅子１脚、各
店舗のブース看板、屋内・屋外（テント）のレイアウトは協会
で決定します。

「出店申込書」に必要事項を記入し、（社）登米市
観光物産協会までお申し込みください。

２月 28 日（木）厳守

４月１日（月）～６月 30 日（日）
市内の観光施設、飲食店、宿泊施設、物産販売店
キャンペーン期間中、登米地域の交流人口の拡大と地

域食材の消費拡大、また市内の春の魅力創出を目指すため、ス
タンプラリーを開催します。

２月 15 日（金）

登米市オープニングイベント・登米風土博覧会と
同時開催

出店料 2,000 円 / １日、登録料 1,000 円 / 年（初回出店
者のみ）

出店申込書に必要事項を記入し、郵送またはファ
クシミリでお申し込みください。

２月 28 日（木）


